
平
成
二
十
七
年
二
月
十
三
日
提
出

質

問

第

七

三

号

米
空
軍
嘉
手
納
基
地
の
機
能
及
び
訓
練
強
化
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

照

屋

寛

徳
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米
空
軍
嘉
手
納
基
地
の
機
能
及
び
訓
練
強
化
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

沖
縄
県
嘉
手
納
町
議
会
は
、
平
成
二
十
七
年
二
月
九
日
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
四
月
十
七
日
法
律
第
六
十
七
号
）

第
九
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
「
相
次
ぐ
米
軍
機
に
よ
る
部
品
落
下
事
故
に
対
す
る
意
見
書
」
及
び
「
Ｆ－

�
�
戦
闘
機
配

備
計
画
及
び
外
来
機
等
に
よ
る
訓
練
強
化
に
断
固
反
対
す
る
意
見
書
」
を
全
会
一
致
で
採
択
し
た
。
同
時
に
、
同
日
付
で
「
相

次
ぐ
米
軍
機
に
よ
る
部
品
落
下
事
故
に
対
す
る
抗
議
決
議
」
も
全
会
一
致
で
採
択
し
て
い
る
。

右
二
つ
の
意
見
書
の
あ
て
先
は
、
内
閣
総
理
大
臣
、
外
務
大
臣
、
防
衛
大
臣
等
で
あ
り
、
右
抗
議
決
議
の
あ
て
先
は
、
駐
日

米
国
大
使
、
在
日
米
軍
司
令
官
、
嘉
手
納
基
地
第
十
八
航
空
団
司
令
官
等
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
意
見
書
と
抗
議
決
議
の
主
な
要
請
項
目
は
、
（
�
）
相
次
ぐ
米
軍
機
に
よ
る
部
品
落
下
事
故
原
因
の
徹
底
究

明
と
そ
の
結
果
の
速
や
か
な
公
表
、
事
故
の
再
発
防
止
の
徹
底
、
（
�
）
Ｆ－

�
�
戦
闘
機
等
の
嘉
手
納
基
地
へ
の
暫
定
配
備

計
画
の
即
時
中
止
、
（
�
）
騒
音
防
止
協
定
の
遵
守
と
嘉
手
納
町
の
騒
音
軽
減
の
確
実
な
実
施
、
（
�
）
住
民
居
住
地
上
空
で

の
飛
行
訓
練
の
禁
止－

な
ど
で
あ
る
。

私
も
、
嘉
手
納
基
地
の
フ
ェ
ン
ス
か
ら
直
線
距
離
で
�
・
�
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
地
点
に
あ
る
う
る
ま
市
赤
道
に
居
住
し
て
い

る
。
そ
の
私
自
身
が
、
嘉
手
納
基
地
の
機
能
強
化
が
日
常
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
て
い
る
。一



嘉
手
納
基
地
か
ら
離
発
着
す
る
戦
闘
機
等
に
よ
る
爆
音
禍
に
よ
っ
て
、
周
辺
住
民
の
平
穏
な
日
常
生
活
が
脅
か
さ
れ
る
中
、

前
記
嘉
手
納
町
議
会
の
全
会
一
致
に
よ
る
意
見
書
及
び
抗
議
決
議
の
採
択
に
心
か
ら
賛
同
し
、
共
感
を
覚
え
る
も
の
で
あ
る
。

政
府
に
は
、
嘉
手
納
町
議
会
の
意
見
書
及
び
抗
議
決
議
に
盛
ら
れ
た
具
体
的
な
要
求
事
項
を
実
現
す
べ
く
、
速
や
か
な
対
米

交
渉
を
望
む
も
の
で
あ
る
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
三
日
に
発
生
し
た
米
空
軍
嘉
手
納
基
地
所
属
Ｈ
Ｈ－

�
�
Ｇ
救
難
機
か
ら
の
通
信
コ
ー
ド
一
本

の
先
端
部
分
紛
失
事
故
及
び
同
年
二
月
四
日
、
同
基
地
所
属
Ｆ－

�
�
戦
闘
機
の
飛
行
訓
練
中
に
発
生
し
た
左
（
垂
直
）
安

定
板
（
重
さ
約
�
・
�
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
落
下
事
故
に
つ
い
て
、
政
府
は
い
つ
、
い
か
に
し
て
事
実
関
係
を
把
握
し
た
の
か
、

当
該
事
故
の
態
様
、
原
因
、
再
発
防
止
策
等
に
関
す
る
米
側
の
説
明
と
併
せ
て
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
短
期
間
に
頻
発
し
て

い
る
米
軍
機
部
品
落
下
事
故
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

日
米
両
国
の
マ
ス
コ
ミ
報
道
等
を
通
じ
て
、
Ｆ－

�
�
戦
闘
機
の
嘉
手
納
基
地
へ
の
暫
定
配
備
計
画
が
明
ら
か
に
な
っ
て

い
る
。

�

政
府
は
、
か
か
る
計
画
を
承
知
し
て
い
る
か
、
米
側
か
ら
通
報
を
受
け
て
い
れ
ば
、
そ
の
詳
細
な
内
容
と
併
せ
て
明
ら

二



か
に
さ
れ
た
い
。

�

嘉
手
納
町
当
局
や
同
町
議
会
は
じ
め
多
く
の
町
民
が
、
Ｆ－

�
�
戦
闘
機
の
暫
定
配
備
は
嘉
手
納
基
地
の
機
能
強
化
に

つ
な
が
る
と
し
て
反
対
し
て
い
る
が
、
政
府
の
立
場
は
い
か
な
る
も
の
か
。
賛
否
の
理
由
を
示
し
た
上
で
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。

�

米
海
兵
隊
は
、
嘉
手
納
基
地
へ
の
Ｆ－

�
�
戦
闘
機
の
運
用
に
備
え
て
、
二
〇
一
六
米
会
計
年
度
（
二
〇
一
五
年
十
月

か
ら
二
〇
一
六
年
九
月
ま
で
）
で
同
基
地
内
に
駐
機
場
新
設
や
格
納
庫
改
築
等
の
整
備
計
画
を
有
し
て
い
る
と
承
知
し
て

い
る
が
、
か
か
る
関
連
工
事
に
つ
い
て
日
本
側
の
財
政
負
担
は
生
じ
る
の
か
否
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
仮
に
、
日
本

側
の
財
政
負
担
が
生
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
日
米
間
に
お
い
て
当
該
合
意
が
な
さ
れ
た
日
時
、
合
意
し
た
機
関
名
、
平
成
二

十
七
年
度
防
衛
省
予
算
案
に
お
け
る
科
目
及
び
金
額
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

い
わ
ゆ
る
「
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｏ
最
終
報
告
」
（
平
成
八
年
十
二
月
二
日
）
及
び
平
成
二
十
一
年
二
月
十
日
の
日
米
合
同
委
員
会
合

意
に
基
づ
き
、
嘉
手
納
基
地
内
の
海
軍
駐
機
場
（
駐
機
場
、
誘
導
路
、
整
備
格
納
庫
等
）
移
転
工
事
が
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｏ
関
連
経
費

で
実
施
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

�

海
軍
駐
機
場
移
転
工
事
の
進
ち
ょ
く
状
況
を
示
し
た
上
で
、
完
工
予
定
時
期
及
び
米
側
へ
の
引
き
渡
し
時
期
の
目
途
に

三



つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

移
転
完
了
後
、
既
存
の
海
軍
駐
機
場
跡
地
の
使
用
形
態
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

平
成
二
十
二
年
五
月
の
日
米
安
全
保
障
協
議
委
員
会
（
以
下
、
�
プ
ラ
ス
�
と
い
う
）
で
嘉
手
納
基
地
周
辺
の
騒
音
軽
減

策
が
合
意
さ
れ
、
平
成
二
十
三
年
一
月
に
は
Ｆ－

�
�
戦
闘
機
訓
練
の
グ
ア
ム
一
部
移
転
に
つ
い
て
も
合
意
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
Ｆ－
�
�
Ａ
戦
闘
機
や
Ｆ
Ａ－

�
�
戦
闘
攻
撃
機
、
Ａ
Ｖ－

�
Ｂ
攻
撃
機
な
ど
米
本
国
所
属
機
や
在
日
米
軍

基
地
所
属
機
の
暫
定
配
備
や
訓
練
目
的
の
飛
来
増
加
で
、
基
地
負
担
が
増
し
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
常
に
米
軍
の
運
用

が
優
先
さ
れ
る
た
め
、
騒
音
軽
減
策
が
形
骸
化
し
、
そ
の
実
効
性
を
失
っ
て
い
る
と
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

右
�
プ
ラ
ス
�
合
意
に
基
づ
き
、
嘉
手
納
基
地
周
辺
地
域
に
お
け
る
騒
音
軽
減
策
の
実
効
性
は
担
保
さ
れ
て
い
る
と
考
え

る
か
、
騒
音
測
定
調
査
や
目
視
調
査
等
定
量
的
な
根
拠
を
示
し
た
上
で
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

五

平
成
二
十
七
年
一
月
十
五
日
、
米
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
の
州
兵
空
軍
所
属
の
Ｆ－

�
�
戦
闘
機
十
二
機
が
嘉
手
納
基
地
に

暫
定
配
備
さ
れ
、
同
基
地
を
拠
点
に
訓
練
を
展
開
し
て
い
る
。
嘉
手
納
町
な
ど
周
辺
市
町
村
や
議
会
及
び
住
民
は
、
今
後
も

州
兵
空
軍
所
属
機
の
飛
来
が
常
態
化
し
、
外
来
機
飛
来
に
よ
る
基
地
負
担
に
拍
車
が
か
か
る
の
で
は
な
い
か
、
と
強
い
懸
念

を
示
し
て
い
る
。

四



日
米
安
全
保
障
条
約
第
六
条
は
「
日
本
国
の
安
全
に
寄
与
し
、
並
び
に
極
東
に
お
け
る
国
際
の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
に

寄
与
す
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
そ
の
陸
軍
、
空
軍
及
び
海
軍
が
日
本
国
に
お
い
て
施
設
及
び
区
域
を
使
用
す
る
こ

と
を
許
さ
れ
る
」
と
定
め
、
ま
た
、
日
米
地
位
協
定
第
一
条
（
ａ
）
は
「
『
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
』
と
は
、
日
本
国
の
領

域
に
あ
る
間
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
陸
軍
、
海
軍
又
は
空
軍
に
属
す
る
人
員
で
現
に
服
役
中
の
も
の
を
い
う
」
と
規

定
し
て
い
る
が
、
米
国
の
州
兵
部
隊
及
び
そ
の
構
成
員
（
州
兵
）
に
も
日
米
安
全
保
障
条
約
及
び
日
米
地
位
協
定
の
規
定
は

適
用
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
根
拠
と
併
せ
て
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


